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1 素案のとおりでよい。 全体 2
素案にご賛同いただきありがとうござ
います。

－

2

計画はよいが、実行は困
難だと思うので、あきら
めず一つ一つ実行するこ
とを希望する。

全体 1

本指針（改定版）素案に掲載された対
応策は、今後の方向性をお示しするも
のであるため、総合振興計画実施計画
におきまして対応策を具体的にお示し
し、着実に実行してまいります。

素案のとおりと
いたします。

3

市民活動と協働の基盤整
備として、「さいたま市
自治基本条例の制定に向
けた取り組み」を取り入
れてはどうか。

P13～ 1

本市では、市民活動と協働の理念につ
いて、「さいたま市市民活動及び協働
の推進条例」において規定しておりま
す。また、本指針（改定版）素案にお
いては、同条例における定義を前提に
まとめており、今後も引き続き同条例
に基づき、市民活動と協働を推進して
まいります。

素案のとおりと
いたします。

4

地域に愛着も誇りもない
ところから、地域づくり
への主体的な活動は生ま
れない。自分の住む地域
に対して愛着と誇りを育
てる方策を考える必要が
ある。

P13～ 1

ご指摘いただいたとおり、市民の皆様
の地域への愛着や誇りは、地域づくり
を推進するために欠かせないものであ
ると考えます。
地域課題の解決に取り組む市民活動と
協働が促進されることにより、地域へ
の愛着と誇りも促進されると考えてお
りますので、本指針（改定版）素案に
基づく取り組みを進めてまいります。

素案のとおりと
いたします。

『「市民活動の推進」と「市民と行政の協働の促進」に関する指針
（改定版）素案』に対する意見募集結果



5

市民活動と協働は市民が
参加しないと活動できな
い。どうしたら市民が参
加するか、よく検討する
ことが必要。

P13
～
P18

1

ご指摘いただいたとおり、市民活動へ
の参加を促進するための取り組みは欠
かせないものであり、そのためには市
民の皆様に市民活動と協働についてよ
り多くのことを知っていただくことが
必要と考えております。
本指針（改定版）素案における具体的
な対応策の方向性としては、「理解し
やすい広報」、「効果的な情報発
信」、「市民が触れることができる機
会の設定」をお示ししております。
効果的な広報や情報発信に取り組み、
市民活動への参加が促進されるよう努
めてまいります。

素案のとおりと
いたします。

6

コーディネーターの不足
と質向上など、人材を育
成する取り組みが必要な
のではないか。

P25
～
P27

1

ご指摘いただいたとおり、市民活動と
協働に必要な相談対応・コーディネー
トの人材を育成することについては、
本指針（改定版）素案において方向性
としてお示ししております。
コーディネーターの不足だけでなく、
資質の向上にも資する取り組みを推進
してまいります。

素案のとおりと
いたします。

7

市民に身近な区での発
信、相談、コーディネー
トの充実を目指して「10
区単位でのボトムアップ
強化」を取り入れてはど
うか。

P25
～
P27

1

ご指摘いただいたとおり、市民の皆様
に身近な区役所における市民活動の相
談と協働のコーディネートを可能とす
ることについては、本指針（改定版）
素案において方向性としてお示しして
おります。
市民の皆様に身近な区役所等での支援
に取り組んでまいります。

素案のとおりと
いたします。

■　集計結果

意 見 提 出 者 数

意 見 項 目 数

修 正 項 目 数

４名

７件

０件


